
新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針（抜粋） 

 

三 新型コロナウイルス感染症対策の実施に関する重要事項 

（３）まん延防止 

① 令和２年４月７日の緊急事態宣言は、政府や地方公共団体、医療関係者、専門

家、事業者を含む国民が一丸となって、これまでの施策をさらに加速させること

を目的として行うものである。接触機会の低減に徹底的に取り組めば、事態を収

束に向かわせることが可能であり、以下の対策を進めることにより、最低 7 割、

極力 8 割程度の接触機会の低減を目指す。（後略） 

 

⑩ 職場への出勤は、外出自粛等の要請から除かれるものであるが、特定都道府県

は、まずは在宅勤務（テレワーク）を強力に推進する。職場に出勤する場合で

も、時差出勤、自転車通勤等、人との交わりを低減する取組を今まで以上に強力

に推進する。指定公共機関等はまん延防止対策に関する BCP の策定・実施を図っ

ており、特定都道府県は、取組をさらに強化を促す。また、職場においては、感

染防止のための取組（手洗い、咳エチケット、事業場の換気励行、発熱等の症状

が見られる従業員の出勤自粛、出張による従業員の移動を減らすためのテレビ会

議の活用等）を促すとともに、「三つの密」を避ける行動を徹底するよう促す。

外出自粛等の要請にあたっては、現にクラスターが多数発生している繁華街の接

客を伴う飲食店等については、年齢等を問わず、強く外出を自粛するよう促すと

ともに、まん延の状況や人の移動の実態等を踏まえ、域内のみならず、域外への

外出も対象とする。 

 

㉑ 政府及び特定都道府県以外の都道府県は、職場等における感染の拡大を防止する

ため、BCP に基づく対応のさらなる強化、労働者を使用する事業者に対し職場内に

おいても「三つの密」を避けることとともに、事業場内及び通勤・外勤時の感染

防止のための行動（手洗い、咳エチケット等）の徹底、在宅勤務（テレワーク）

や時差通勤、自転車通勤の積極的な活用、事業場の換気等の励行、発熱等の風邪

症状が見られる労働者への出勤免除（テレワークの指示を含む。）や外出自粛勧

奨、出張による移動を減らすためのテレビ会議の利用等を強力に呼びかける。 

別添２ 


